（医療保険）
　

重要事項説明書

１．事業者概要
	事業者名称
	碧南市

	所在地
	愛知県碧南市松本町28番地

	代表者名
	碧南市長　小池　友妃子

	電話番号
	電話　0566-41-3311


２．事業所概要

	事業所名称
	碧南市訪問看護ステーション

	医療機関コード
	2890010

	所在地
	愛知県碧南市平和町3丁目6番地

	電話番号
	電話　0566-46-5511　ファックス　0566-48-5165


３．事業の目的及び運営の方針

　（一）事業の目的

　　　碧南市長が開設する碧南市訪問看護ステーション（以下「ステーション」という。）が行う訪問看護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員が、主治医が訪問看護の利用を必要と認めた在宅療養者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
　（二）運営方針

　　　訪問看護事業の提供に当たって、ステーションの看護職員は療養者の心身の特殊性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
４．職員の職種、人員、及び職務内容

（1） 管理者（保健師または看護師）常勤１名

管理者は所属職員を監督し、適切な事業の運営が行われるように業務を総括する。

（2） 訪問看護師（保健師または看護師）常勤９名　非常勤２名
訪問看護師は訪問看護計画書・報告書を作成し、計画書に沿って訪問看護を実施する。　　　　　

（三）作業療法士１名
　　 作業療法士は看護師と共同し訪問看護計画書・報告書を作成し、計画書に沿って看護師に代わり訪問看護を実施する。
（四）事務職員は、訪問看護ステーションの運営に係る事務および訪問看護療養費の請　　求事務を行う。　　　　　　　　　　　
５．業務日及び営業時間・実施地域

（1） 営業日

月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日と１２月２９日から１月３日までを除く。

（2） 営業時間　午前８時３０分から午後５時１５分までとする。

（3） 休業日・営業時間外でも２４時間常時電話での連絡・相談が可能な体制とする。
（4） 主治医、利用者、家族の要請等により２４時間訪問可能な体制とする。

（5） 通常の実施地域としては、碧南市とする。
６．ケアサービスの提供方法、内容

　訪問看護を提供するにあたっては、主治医との密接な連携を図るとともに、保健・福祉サービスを提供する担当者との連絡調整を図るものとする。

　訪問看護の内容は、次のとおりとし、主治医の訪問看護指示書および訪問看護計画書によるものとする。

　（一）病状や障害の観察
　（二）清拭や洗髪等による清潔の保持
　（三）食事及び排泄のコントロール等日常生活援助

（四）床ずれの予防・処置
（五）リハビリテーション
身体機能の維持・向上

日常生活動作の工夫や訓練

（六）ターミナルケア
（七）認知症患者の看護

（八）療養生活や介護方法の指導
（九）カテーテル等の管理
（十）その他医師の指示による医療処置
７．利用料その他保険外サービス費
医療保険を適用する場合の利用料は別紙のとおりとする。費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に十分説明をし、支払いに対し同意を受ける。　

８．苦情対応の窓口

訪問看護サービス契約書に関する第１２条の苦情対応の窓口責任者は、碧南市訪問看護ステーション管理者を当てる。また、東海北陸厚生局に対して苦情を申し立てることができる。
＜連絡先＞

・碧南市訪問看護ステーション管理者　山田　和子　　０５６６－４６－５５１１

・東海北陸厚生局　社会保険課　　　　　　　　　　　０５２－９５９－２０６２
９．虐待防止に関する事項
　　事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に捧げる措置を講じる
　ものとする。
　（一）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その
　　結果について、従業者に周知徹底を図る。
（二）虐待の防止のための指針を整備する。
　（三）従業者に対し、虐待の防止のための研修を１年に１回以上実施する。
　（四）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
　　事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等
　高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、
　速やかに、これを市町村に通報するものとする。
令和　　年　　月　　日

指定訪問看護の開始にあたり、ご利用者に対して重要事項説明書に基づいて、重要事項を説明いたしました。　　　　

所在地　〒447-8502　愛知県碧南市平和町3丁目6番地
碧南市訪問看護ステーション　管理者　山田　和子
　　　　　　　　（説明者）氏名　　　　　　　　　　　　
私は本書面により、本事業者から訪問看護の利用に際し、重要事項の説明を受けました。

（利用者）氏名　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（家族）　氏名　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
（代理人）氏名　　　　　　　　　　　　
別紙
碧南市訪問看護ステーション利用料金（医療保険）　　　　　　　
１　後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方　　　１割負担　　ただし一定以上所得者は３割負担　　　　
２　社会保険・国民健康保険などをお持ちの方　　各医療保険の負担割合 
３　訪問看護療養費：基本療養費＋管理療養費＋　24時間体制加算
１）基本療養費　週３日目まで   ５，５５０円　　２）管理療養費　月の初日　　  １３，７６０円
　　　　　　　　　　　　週４日目以降 　６，５５０円　　　　　　　　　　　　 ２日目以降    ３，０１０円　　　　   
訪問看護療養費早読表（医療）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ８．６
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基本療養費（円） 管理療養費（円）

２４時間加算(円）

合計（円） １割負担 ２割負担 ３割負担

１日 5,550 13,760 6,800 26,890 2,689 5,378 8,067

２日 11,100 16,770 6,800 35,450 3,545 7,090 10,635

３日 16,650 19,780 6,800 44,010 4,401 8,802 13,203

４日 22,200 22,790 6,800 52,570 5,257 10,514 15,771

５日 27,750 25,800 6,800 61,130 6,113 12,226 18,339

６日 33,300 28,810 6,800 69,690 6,969 13,938 20,907

７日 38,850 31,820 6,800 78,250 7,825 15,650 23,475

８日 44,400 34,830 6,800 86,810 8,681 17,362 26,043

９日 49,950 37,840 6,800 95,370 9,537 19,074 28,611

１０日 55,500 40,850 6,800 103,930 10,393 20,786 31,179

１１日 61,050 43,860 6,800 112,490 11,249 22,498 33,747

１２日 66,600 46,870 6,800 121,050 12,105 24,210 36,315

※基本療養費・管理療養費は12日以降も1日につき、それぞれ5,550円・3,010円ずつ加算されます。
４　その他加算（保険負担割合に応ず）
	□特別管理加算　 　 ２，５００円・５，０００円
	
	□長時間訪問看護加算(90分超）　５，２００円

	□情報提供療養費　　　　　　  　　１，５００円
	
	　　（人工呼吸器使用・特別指示書交付・特別管理加算算定者）

	□退院時共同指導加算　　　　 　 ８，０００円
	
	□退院支援指導加算　　　　　　　　 ８，４００円

	□特別管理指導加算　　　　　  　 ２，０００円
	
	　　（退院日に長時間の退院指導を行った場合）

	□退院支援指導加算　　　　　  　 ６，０００円
	
	□在宅患者連携指導加算　　　　　３，０００円（月１回）

	□ターミナルケア療養費　　  　　２５，０００円
	
	□在宅患者緊急時等カンファレンス加算

	□難病等複数回訪問加算
	
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２，０００円(月２回)

	（厚生労働大臣が定める疾病の方・特別指示書交付の方）
	
	□看護・介護職員連携強化加算　　２，５００円（月１回）

	１日２回まで　　　　　　　   　　４，５００円
	
	□乳幼児加算（６歳未満の乳幼児）　　１，４００円/日

	１日３回以上　　　　　　   　　 ８，０００円
	
	〃  厚生労働大臣が定める者　　１，８００円/日

	□訪問看護療養費Ⅲ（入院中外泊）　８，５００円
	
	□複数名訪問看護加算　　　　　　４，５００円（週１回）

	□緊急時訪問看護加算(月１４日目まで)　２，６５０円
	
	□早朝・夜間加算　　　　　　　　　　２，１００円

	　〃　　　　　　　　(月１５日目以降)　２，０００円
	
	　　（６時～８時・１８時～２２時）

	□ベースアップ評価料（１回/月）  １，０５０円
	
	□深夜加算（２２時～６時）　　　　　４，２００円

	□訪問看護医療情報連携加算（１回/月）１，０００円
	
	□専門管理加算（管理療養費）　 　 ２，５００円


５　保険外サービス（保険対象費用にプラス）　　　　　　　
	□時間外利用料
	訪問１回につき（早朝・夜間・深夜を除く）
	６００円

	□長時間利用料
	９０分を超える訪問看護３０分につき
（長時間訪問看護加算算定者以外）
	１，３００円

	□休日利用料
	訪問１回につき　
	１，８００円

	□交通費
	市外のみ訪問１回につき
	７キロ未満３００円７キロ以上５００円

	□死亡時の訪問
	訪問１回につき
処置料（材料費含む）
	１１，０００円
　４，０００円
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